
別紙１（一括承認対象材料） 

 

 

令和８年度 長野県伊那建設事務所 一括承認対象材料 
 

 

１ 生コンクリート 

 

２ コンクリート積ブロック 

 

３ コンクリート二次製品 

 

（１）自由勾配側溝及び甲蓋 

 

（２）鉄筋コンクリートＵ型側溝及び甲蓋 

 

（３）車道用Ｕ型側溝 

 

（４）特車用Ｕ型側溝及び甲蓋 

 

（５）歩道用Ｕ型側溝及び甲蓋 

 

（６）ボックスカルバート 

 

（７）コンクリートＬ型側溝 

 

（８）ベンチフリューム 

 

（９）歩道用境界ブロック 

 

（10）地先境界ブロック 

 

（11）境界杭 

 

（12）植樹桝 

 

（13）Ｌ型擁壁 

 

４ アスファルト合材（新材） 

 

５ 路盤材（新材） 

 

※留意事項 

ア ＪＩＳマーク表示品は、一括承認の対象としません。（土木工事現場必携、共 6-4） 

イ 再生アスファルト合材、再生砕石等、建設副産物を原材料として製造するものは、一括

承認の対象としません。（土木工事現場必携、共6-5） 

ウ コンクリート二次製品については、当事務所発注の工事において、汎用的に使用される

材料を定めていますが、ご意見等ありましたら整備第三係長までご連絡ください。 


